
期間業務職員の募集について 

 
内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（国際経済担当）では、期間業務職員の募

集を行います。 
 
１．採用予定官職 

期間業務職員（政策統括官（経済財政運営担当））※非正規雇用 
 
２．業務内容 

政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（国際経済担当）は、経済協力開発機構 
（OECD）、アジア太平洋経済協力（APEC）等の多国間会議や、各国との二国間経済

協議への参画等に係る業務を行っています。 
 
３．職務内容 

今回募集する職員の方には、以下の業務を主に行っていただきます。 
① 文書・資料作成（WORD、EXCEL 等） 
② 郵便業務、資料管理、資料整理、清掃、物品管理、勤怠管理、電話・来客対応 
③ 常勤職員の海外出張に係る事務（手続書類の作成、備品の手配等） 
④ 機械翻訳機能を用いた機械的な英訳・和訳作業 
⑤ その他、常勤職員の事務補助業務全般 
 

４．募集人数 
１名 

 
５．募集対象 
（１） 高等学校卒業又はこれと同等以上の学力を有すると認められる方 
（２） 基礎的な PC 操作が可能な方（Word、Excel 等） 
（３） 中央省庁・在外公館等で海外関係の事務に従事した経験があると望ましい。 
なお、以下に該当する方は、今回の募集に応募できません。 
○日本国籍を有しない者 
○国家公務員法第 38 条の規定により国家公務員になることができない者 
○平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱 
を原因とするもの以外） 
 

 



６．採用予定日、雇用期間 
（１） 採用予定日 
  令和８年４月１日 
 
（２） 任用予定期間 
  令和８年４月１日～令和９年３月 31 日（採用後、１箇月間は条件付採用期間） 
  ※勤務成績が一定条件を満たした場合、再採用されることもあります。 

 
７．給与 

内閣府の内規に基づき支給されます。 
（１） 日給 

１１，１９０円～１４，１９０円（学歴・職歴等を考慮の上決定） 
※上記の金額は、法律等の改正及び施行に伴って変更する場合があります。 

 
（２） 支払日 

原則毎月 16 日（給与期間（月の初日から末日まで）の勤務実績に基づき、翌月の 
16 日に支給） 

 
（３） 諸手当 

賞与（一定の条件を満たした場合、年２回（６月及び 12 月）） 
通勤手当（給与法及び人事院規則の規定により算定した額を支給、定期券にあっ

ては原則として６箇月定期券分を支給、マイカー通勤不可） 
住居手当（月額 28,000 円以内、支給条件に該当する方のみ） 
超過勤務手当（実績に応じて支給） 
 

（４）退職手当（一定の条件を満たした場合、国家公務員退職手当法に基づいて支給） 
 
８．加入保険等 
 雇用保険、健康保険（国家公務員共済組合制度（短期給付））、厚生年金保険に加入。 

※国家公務員退職手当法が適用された場合、雇用保険は適用除外となります。 
※再採用により一定条件下で１年を超えて勤務した場合、厚生年金保険は国家公務員共

済組合制度（長期給付）への加入に切り替わります。 
 
９．身分・服務 
 国家公務員法を適用（非常勤職員） 
 



１０．勤務条件 
 （１）勤務時間 
   週５日（月～金（祝日等を除く）） 

原則として午前８時３０分～午後５時１５分 
   （正午から午後１時までの６０分間は休憩時間） 
   （必要に応じ超過勤務あり） 
    なお、組織の業務の都合により、所定勤務時間を変更する場合があります。 
 
（２） 休暇 
  年次休暇 10 日（採用日より付与、再採用時に繰越可。） 
  夏季特別休暇３日間（７～９月の間に取得可能） 

 
１１．勤務地 
 内閣府政策統括官（経済財政運営担当） 
 東京都千代田区永田町１－６－１ 中央合同庁舎第８号館 
 
１２．応募方法 
（１）提出書類 
  ・履歴書（市販のもので可、写真（６箇月以内に撮影したもの）添付） 
  ・職務経歴書（職務経験年数の確認のため、採用年月だけでなく、退職等年月日も必ず  

ご記入ください。） 
 
（２）提出方法 

 郵送（封筒の表面に、赤字で「期間業務職員募集書類在中」と記載のこと） 
 
（３）提出先 
  〒100-8914 東京都千代田区永田町１－６－１ 中央合同庁舎第８号館１２階 
  内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（国際経済担当）付  

期間業務職員担当 宛 
 
（４）提出締切 
  令和８年１月 30 日（金）必着（※持ち込み不可） 
   
１３．選考方法 
 １次選考 書類審査 
 ２次選考 面接 



  書類審査（１次選考）の上、面接（２次選考）行うこととなった方のみ、２次選考の 
日時、場所等をご連絡させていただきます。 

  ※応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。（責任廃棄） 
※採用後は、マイナンバーカードを身分証として使用することとしておりますので、 
あらかじめカード取得の手続きをしていただくことになります。 

 
１４．問合せ先 
 内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（国際経済担当） 
電話（代表）０３－５２５３－２１１１ （内線）３２２４４ 
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